
～夏休みなどの長期休業中の保護者の負担軽減のために～

港区学童クラブ等弁当配送事業を実施します！
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夏休みなどの長期休業中の学童クラブ等での昼食の状況について

これまで

夏休みなどの長期休業中の保護者の負担を軽減するために、
「港区学童クラブ等弁当配送事業」を実施し、保護者と子どもが
安定的かつ継続的に弁当配送を利用できるよう支援します。

保護者がお弁当
を作り子どもへ
持たせる

保護者がお弁当を
作れない時は、
コンビニエンスス
トアで保護者また
は子どもが購入

注文数が少な
い施設は、弁当
配送を頼むこと
ができない

取りまとめを
する保護者が
いないと取組が
実施できない



□ 希望する保護者は弁当作りが不要
□ 施設で弁当1個でも注文が可能
□ 取りまとめをする保護者は不要

のため、保護者の負担は軽減
□ 保護者は自分のスマートフォンから

注文し、支払いができる

「港区学童クラブ等弁当配送事業」を実施します

事業のメリット

事業内容

■ 区が事業者と一括して契約を行い、弁当の配送費を負担することで、区内３８か
所全ての学童クラブ等で、弁当配送を導入 

■ 学童クラブの子どもと保護者は、希望する場合に、簡単に最寄りの学童クラブ等
で夏休みなどに、弁当配送の利用が可能 
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弁当配送事業の
流れ


